
  　通学区域及び通園区域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において必要に応じて調整するものとする。

中学校 〇観音寺市立中学校通学区域 〇大野原町立中学校通学区域 〇豊浜町立中学校通学区域

・中部中学校区 ・大野原中学校区 ・豊浜中学校区

観音寺町２地区 大野原町内全域 豊浜町内全域

昭和　　坂本

昭和町一丁目　　昭和町二丁目　　昭和町三丁目　

坂本町一丁目　　坂本町二丁目　　坂本町三丁目　　

坂本町四丁目　　坂本町五丁目　　坂本町六丁目

坂本町七丁目

柞田町

流岡町　　植田町　　村黒町　　出作町

木之郷町(488番地27～33をのぞく。)

粟井町

　　

　　

・観音寺中学校区

観音寺町２６地区

茂木　　茂西　　上市　　川原　　幸　　明星　

殿　　中央　　柳　　青柳　　三架橋　　駅通

栄　　七間橋　　中洲　　中新　　若宮　　春日

大和　　上若　　蛭子　　仮屋　　南　　加茂田　

元　　港

八幡町一丁目　　八幡町二丁目　　八幡町三丁目
有明町

琴浪町一丁目　　琴浪町二丁目　　瀬戸町一丁目

瀬戸町二丁目　　瀬戸町三丁目　　瀬戸町四丁目

三本松町一丁目　三本松町二丁目　三本松町三丁目

三本松町四丁目　　天神町一丁目　　天神町二丁目

天神町三丁目　　高屋町　　室本町

・伊吹中学校区

伊吹町

・組合立三豊中学校区

池之尻町　　新田町　　原町

古川町　　中田井町　　吉岡町　　本大町　　

木之郷町488番地27～33の区域　　

豊　　　　　浜　　　　　町
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　各種事務事業　（学校等の通学区域関係）の取扱いについて

調整方針(案)

区　　分 観　　　音　　　寺　　　市 大　　　野　　　原　　　町
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  　通学区域及び通園区域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において必要に応じて調整するものとする。

小学校 〇観音寺市立小学校通学区域 〇大野原町立小学校通学区域 〇豊浜町立小学校通学区域

・観音寺南小学校区 ・大野原小学校区 ・豊浜小学校区

観音寺町２１地区 高松、上杉林、下杉林、八兵、辻東、辻西、辻北、 豊浜町内全域

中央　柳　駅通　明星　栄　昭和　七間橋　三架橋　 大鞘、宮の下、下木屋、西の後、残水東、残水西、

青柳　　春日　　大和　　若宮　　中新　　中洲 残水中、残水中央、植松、丘之塔、十三塚上、十三塚中、

上若　南　蛭子　加茂田　仮屋　元　港 十三塚下、札場、ひうち、林東、林中、雇用促進、林西、

有明町　　琴浪町一丁目　　琴浪町二丁目 下林南、下林北、屋敷上、屋敷中、屋敷下、四軒屋、

瀬戸町一丁目　　瀬戸町二丁目　　瀬戸町三丁目 瀬後、白坂上、白坂中、白坂下、石砂、豆塚上、豆塚中、

瀬戸町四丁目　　三本松町一丁目　　三本松町二丁目 豆塚下、北、本村東、本村西、中林東、中林西、先林東、

三本松町三丁目　　三本松町四丁目　　昭和町一丁目 先林中、先林西、赤岡上、赤岡下、東村、中央東、

昭和町二丁目　　昭和町三丁目 中央西、中央中、安井東、安井中、安井西

・観音寺東小学校区

観音寺町８地区 ・萩原小学校区

茂木　茂西　上市　川原　坂本　幸　殿 高尾、大造、大福、大道、東中村、西中村、上中、

八幡町一丁目　　八幡町二丁目　　八幡町三丁目 　 下中、道上、早本、笠松、寺上、寺下

坂本町一丁目　　坂本町二丁目　　坂本町三丁目 　　

坂本町四丁目　　坂本町五丁目　　坂本町六丁目 　　　　　

坂本町七丁目　　天神町一丁目　　天神町二丁目　 ・五郷小学校区

天神町三丁目 海老済、海老済石砂、有木、落合、田野々上、田野々旭、

田野々中、田野々下、尾合谷、内野々上、内野々下、

・高室小学校区 川東、谷上、谷下上、谷下下

高屋町　　室本町

・常磐小学校区 ・紀伊小学校区

流岡町　　村黒町　　出作町　　植田町 池ノ内、西丸井、福栄、福上、福中、丸井南、丸井北、

柏原、中関、青岡、宮前

・柞田小学校区

柞田町　　木之郷町(488番地27～33をのぞく。)

・豊田小学校区

池之尻町　新田町　原町　木之郷町488番地27～33の区域

・粟井小学校区

粟井町

・一ノ谷小学校区

吉岡町　　本大町　　古川町　　中田井町

・伊吹小学校区

伊吹町

大　　　野　　　原　　　町
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豊　　　　　浜　　　　　町

教育分科会分科会名教育部会専門部会名　各種事務事業　（学校等の通学区域関係）の取扱いについて

調整方針(案)

区　　分 観　　　音　　　寺　　　市



  　通学区域及び通園区域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において必要に応じて調整するものとする。

幼稚園 〇観音寺市立幼稚園通園区域 〇大野原町立幼稚園通園区域 〇豊浜町立幼稚園通園区域

・観音寺幼稚園区 ・大野原幼稚園区 ・豊浜幼稚園区

観音寺町 大野原町内全域 豊浜町内全域

有明町　八幡町一丁目　八幡町二丁目　八幡町三丁目　 　

三本松町一丁目　　三本松町二丁目　　三本松町三丁目

三本松町四丁目　　琴浪町一丁目　　琴浪町二丁目

瀬戸町一丁目　　瀬戸町二丁目　　瀬戸町三丁目

瀬戸町四丁目　　昭和町一丁目　　昭和町二丁目

昭和町三丁目　　阪本町一丁目　　阪本町二丁目

坂本町三丁目　　坂本町四丁目　　坂本町五丁目

坂本町六丁目　　坂本町七丁目　　天神町一丁目
天神町二丁目　　天神町三丁目

・高室幼稚園区

高屋町　　室本町　

・常磐幼稚園区

流岡町　　村黒町　　植田町　　出作町　

・柞田幼稚園区

柞田町　　木之郷町(488番地27～33をのぞく。)

・豊田幼稚園区

新田町　原町　池之尻町　木之郷町488番地27～33

・一ノ谷幼稚園区

中田井町　　本大町　　古川町　　吉岡町

豊　　　　　浜　　　　　町

教育分科会分科会名教育部会専門部会名

－
1
0
1
－

　各種事務事業　（学校等の通学区域関係）の取扱いについて

調整方針(案)

区　　分 観　　　音　　　寺　　　市 大　　　野　　　原　　　町

合併協定項目番号 ２３－２３ 合併協定項目名




